
 

資料１ 被害者等による少年審判の傍聴制度の施行状況 

  

傍聴の対象と

なった事件数 

申出のあった

事件数 

（人数） 

傍聴を許可 

した事件数 

（人数） 

傍聴を認めな

かった事件数

（人数） 

取下事件数

（人数） 

平成２１年 
２２７ 

 

１００ 

（２０５） 

８６ 

（１７６） 

１１ 

（２４） 

３ 

（５） 

平成２２年 
１５６ 

 

７６ 

（１７５） 

６６ 

（１４１） 

１０ 

（２７） 

０ 

（７） 

平成２３年 
１６５ 

 

７４ 

（１２７） 

６７ 

（１２０） 

６ 

（６） 

１ 

（１） 

計 
５４８ 

 

２５０ 

（５０７） 

２１９ 

（４３７） 

２７ 

（５７） 

４ 

（１３） 

注１）平成２１年の数値は，平成２０年改正法の施行日である平成２０年１２月１５日から同年１２月３１

日までの数値を含む。 

注２）事件数と人数が異なるのは，１件につき複数の者から申出がされる場合があるためであり，「傍聴を

許可した事件数」（計２１９件）には，複数の者から申出がされたが，一部の者について傍聴を認め

なかった事件（９件）及び一部の者が申出を取り下げた事件（５件）が含まれている。 

注３）上記は速報値である。 



 

１７歳, 32件

１６歳, 32件

１３歳, 4件

１４歳, 23件

１５歳, 14件

１８歳, 57件

１９歳, 57件

危険運転致死傷, 3件 傷害致死, 59件

自殺関与, 1件

触法（殺人）, 1件

殺人未遂, 5件

殺人等, 9件

強盗致死, 7件

重過失傷害, 2件

重過失致死, 9件

自動車運転過失傷害, 12件

自動車運転過失致死傷, 25件

自動車運転過失致死, 69件

強盗傷人, 2件

強盗致傷, 7件

強盗殺人未遂, 1件

強盗殺人, 1件

危険運転致死, 4件

業務上過失致死, 1件

触法（傷害致死）, 4件

傷害, 27件

触法（強盗）, 1件

資料２ 罪名別傍聴申出事件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１２月１５日～平成２３年１２月３１日  

注）上記は速報値である。 

 

 

資料３ 犯行時年齢別許可件数 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１２月１５日～平成２３年１２月３１日  

注）上記は速報値である。



 

１人, 84件

５人, 5件

４人, 14件

３人, 40件

２人, 76件

1件

10件

12件

9件

13件

2 4 6 8 10 12 14

審判不開始（書面検送等）

生命重大危険なし

相当性なし

申出資格なし

非傍聴対象事件

資料４ 傍聴を許可された事件における１件当たりの傍聴人の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２０年１２月１５日～平成２３年１２月３１日  

注）上記は速報値である。 

 

 

資料５ 不許可事例（一部不許可の事例を含む）の理由の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

平成２０年１２月１５日～平成２３年１２月３１日  

注１）全部不許可の事例２７件に，複数の者から申出がされたが一部の者について傍聴を認めなかった事例

９件を含めた不許可事例合計３６件の理由の内訳である。 

注２）申出人ごとに不許可の理由が異なるなどの理由により１件につき複数の回答があり得る。 

注３）上記は速報値である。 



 

資料６ 傍聴付添いの実施状況 

  

傍聴を許可 

した事件数 

（人数） 

傍聴付添いの

申出のあった

事件数 

（人数） 

傍聴付添いを

認めた事件数

（人数） 

傍聴付添いを

認めなかった

事件数 

（人数） 

取下事件数 

（人数） 

平成２１年 
８６ 

（１７６） 

３０ 

（４９） 

３０ 

（４９） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

平成２２年 
６６ 

（１４１） 

３８ 

（５３） 

３５ 

（５０） 

２ 

（２） 

１ 

（１） 

平成２３年 
６７ 

（１２０） 

２９ 

（４１） 

２９ 

（３９） 

０ 

（２） 

０ 

（０） 

計 
２１９ 

（４３７） 

９７ 

（１４３） 

９４ 

（１３８） 

２ 

（４） 

１ 

（１） 

注１）平成２１年の数値は，平成２０年改正法の施行日である平成２０年１２月１５日から同年１２月３１

日までの数値を含む。 

注２）「傍聴付添いを認めた事件数」には，複数人の傍聴付添人候補者のうち，一部の候補者についてのみ

傍聴付添いを認めた事件や，複数の傍聴人から傍聴付添いの申出がされたものの，一部の傍聴人につ

いて傍聴付添いを認めなかった事件が含まれている。 

注３）上記は速報値である。 

 



 

資料７ 被害者等の申出による意見の聴取制度の施行状況 

  

 

聴取方法 

裁判所が 

 申出人数 
聴取した人数

期日で聴取 期日外で聴取

家裁調査官

が聴取 

聴取しな

かった人

数 

平成２１年 
２８２ 

 

２７４ 

（97.2%）

６５ 

（23.7%）

９７ 

（35.4%）

１１２ 

（40.9%） 

８ 

（2.8%） 

平成２２年 
２７８ 

 

２６７ 

（96.0%）

４０ 

（15.0%）

１０５ 

（39.3%）

１２２ 

（45.7%） 

１１ 

（4.0%） 

平成２３年 
３８４ 

 

３７０ 

（96.4%）

６１ 

（16.5%）

１７９ 

（48.4%）

１３０ 

（35.1%） 

１４ 

（3.6%） 

計 
９４４ 

 

９１１ 

（96.5%）

１６６ 

（18.2%）

３８１ 

（41.8%）

３６４ 

（40.0%） 

３３ 

（3.5%） 

【参考】 

施行後の累計 
２４０９ 

 

２３１３ 

（96.0%）

３１９ 

（13.8%）

１０７２ 

（46.3%）

９２２ 

（39.9%） 

９６ 

（4.0%） 

注１）被害者等による意見の聴取制度は平成１３年４月１日に施行された。 

注２）「聴取した人数」及び「聴取しなかった人数」欄の（ ）内の数値は「申出人数」に対する割合を示

しており，「聴取方法」欄の（ ）内の数値はいずれも「聴取した人数」に対する割合を示している。 

注３）上記は速報値である。 



 

資料８ 被害者等に対する審判の状況の説明制度の施行状況 

 

申出を認めなかった理由 

 申出人数 
申 出 を 認

めた人数 

申 出 を 認

め な か っ

た人数 申出資格外 審判不開始 その他 

取下人数 

平成２１年 
 ４３１  

 

 ４２２ 

（97.9%）

８ 

（1.9%） 

１ 

 

７ 

 

０ 

 

１ 

（0.2%） 

平成２２年 
 ５２７  

 

 ５１６ 

（97.9%）

６ 

（1.1%） 

２ 

 

４ 

 

０ 

 

５ 

（1.0%） 

平成２３年 
 ５０１  

 

 ４８８ 

（97.4%）

８ 

（1.6%） 

１ 

 

５ 

 

２ 

 

５ 

（1.0%） 

計 
１４５９ 

 

１４２６ 

（97.7%）

２２  

（1.5%） 

４ 

 

１６ 

 

２ 

 

 １ １  

（0.8%） 

注１）平成２１年の数値は，平成２０年改正法の施行日である平成２０年１２月１５日から同年１２月３１

日までの数値を含む。 

注２）（  ）内の数値は，「申出人数」に対する割合を示している。 

注３）上記は速報値である。 



 

資料９ 被害者等による記録の閲覧・謄写制度の施行状況 

 申出人数 
閲覧・謄写が 

認められた人数 

閲覧・謄写が実施  

されなかった人数 

平成２１年 
１０７７ 

 

１０５７ 

（98.1%） 

２０ 

（1.9%） 

平成２２年 
９６６ 

 

９４６ 

（97.9%） 

２０ 

（2.1%） 

平成２３年 
１０８３ 

 

１０７５ 

（99.3%） 

８ 

（0.7%） 

計 
３１２６ 

 

３０７８ 

（98.5%） 

４８ 

（1.5%） 

【参考】 

施行後の累計 
８０１７ 

 

７８８６ 

（98.4%） 

１３１ 

（1.6%） 

注１）被害者等による記録の閲覧・謄写制度は平成１３年４月１日に施行された。 

注２）（  ）内の数値は，「申出人数」に対する割合を示している。 

注３）「閲覧・謄写が実施されなかった人数」には，申出が認められなかった人数のほか，申出を取り下げ

た人数も含まれる。 

注４）上記は速報値である。 

 


